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２０２０年８月吉日 

公益財団法人日本ハンドボール協会 

 

「がんばれハンドボール 20万人会」サポート会員の皆さまへお知らせ 

 

「がんばれハンドボール 20万人会」サポート会員の皆さまには、日頃より当協会の事業活動に

ご理解とご協力、そしてご支援を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。 

さて、現状当協会の傘下団体である日本ハンドボールリーグ機構は、第 45回日本ハンドボール

リーグレギュラーシーズンを 8月 29日に開幕する運びとなりました。 

 今シーズンのリーグ戦開催に際しては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に対する国・都道

府県及び自治体の方針や指針に基づき、選手・チーム役員、ご来場いただくファン・サポーター

のみならず、運営役員スタッフの「安心・安全」を最優先に考え、「ＪＨＬプロトコル（JHL新型

コロナウイルス感染症対策ガイドライン）」を策定いたしました。 

ＪＨＬプロトコルでは、各試合で開催レベル（別紙１参照）を設定しマスク着用を観戦の際の

義務とさせていただくとともに、来場いただく皆様には入場時の検温や手指消毒を実施させてい

ただくとともに、開催レベルに応じて 20万人会会員の皆さまには下記のとおりご案内させていた

だきますので、何卒ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

＜開催レベルと 20 万人会パスカード、チケットでの入場制限＞ 

開催レベル 入場制限等 

レベル１ リモートマッチ（無観客での開催）のため入場いただけません。 

レベル２ 各試合 20 名までの入場可能 

レベル３ 通常どおり入場可能 

レベル４ 通常どおり入場可能 

＜入場制限の実施について＞ 

⚫ 各会場とも収容率 50％以内で上限 5,000 人という政府方針（５月２５日発令、8 月１３日時

点規制）に基づき開催する。 

⚫ 各会場一律設定するほうが開催地やチームのオペレーション上の混乱を防止することを目的

に「レベル２（入場制限あり）」の場合は 20万人会パスカード、チケットでのご入場は 20人

と限定させていただきたい。 

※レベル 2での開催であっても、一般の方のご入場を制限させていただいている試合もありま 

す。各試合の情報に関しては、必ず、日本ハンドボールリーグの公式ホームページをご確認 

ください。 

 

本件について、ご不明な点がございましたら下記あてに郵便、FAXもしくは E-mailにてご連絡

をいただきますようお願い申し上げます。                     以上 

mailto:info@japan-handball.jp


 

［別紙１］ 

試合のレベル区分について 
 

▼レベル１：全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチ。 

▼レベル２：入場者数に制限を設けての実施。 

▼レベル３：入場者数に制限を設けずに実施。 

▼レベル４：入場者数に制限を設けず、さらに検温も義務化せずに、例年通りの通常開催で実

施。 

 

 

日本ハンドボールリーグ開催会場にご来場いただく際のお願い事項 
 

日本ハンドボールリーグでは、今シーズンの試合開催に際し「JHLプロトコル」を策定し、ファ

ン・サポーターの皆様、選手・チーム役員、試合の運営に係る皆様の「安心・安全」を第一に開

催するため、次のことについて遵守していただくことをお願いしております。 

 

＜来場者全員に求められること＞ 

(1) 無理な来場は、勇気をもって見合わせる。 

⚫ 体調がよくない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状

がある場合） 

⚫ 同居家族や身近な知人に感染 が疑われる方がいる場合 

⚫ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域

等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

(2) 握手、抱擁などは行わない。 

(3) 社会的距離（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）を確保する。 

(4) マスクを着用する（プレー中の選手等を除く。） 

(5) 手洗い、手指消毒をこまめにおこなう。 

 

 

＜試合会場の入退場管理＞ 

(1) 試合会場のすべての入口で入退場のチェックをおこなう 

⚫ 極力使用する入口を最小限にする。 

(2) 入場前に体温を測定し、 37.5 度 以上の場合、入場をお断りする 

⚫ 体温測定済みの方を識別する方法を工夫する。または再入場の際も体温を測定する 

(3) すべての入口に手指消毒を設置する。 

 


